
四
三

た
制
度
」
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
る
点
か
ら
端
的
に
窺
わ
れ
る
よ
う
に （

1
） 

、
先
学
諸

氏
は
そ
の
開
始
が
、「
皇
帝
支
配
に
よ
る
中
央
集
権
体
制
の
確
立
と
表
裏
一
体
」
の

関
係
に
あ
る
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る （

2
） 

。
こ
の
よ
う
な
見
解
は
察
挙
の
開
始
を

前
漢
一
代
、
少
な
く
と
も
武
帝
期
に
至
る
一
貫
し
た
皇
帝
権
力
の
強
化
を
前
提
と
し

て
提
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
他
方
、
阿
部
幸
信
氏
が
前
漢
一
代
に
お
け
る
「
統

治
階
級
」
の
変
化
を
追
究
さ
れ
る
な
か
で
、
そ
れ
が
「
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
の
特
徴
に

則
し
た
形
で
」
現
れ
た
も
の
で
あ
り
、「
そ
こ
に
は
君
権
強
化
を
目
指
す
よ
う
な
一

貫
し
た
動
き
」
は
見
ら
れ
な
い
と
す
る
指
摘
も
あ
る （

3
） 

。
こ
の
指
摘
を
あ
わ
せ
考

え
る
と
、
察
挙
の
開
始
と
「
中
央
集
権
体
制
の
確
立
を
表
裏
一
体
の
関
係
」
に
あ

る
も
の
と
捉
え
る
の
に
は
検
討
の
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

確
か
に
、
察
挙
が
確
立
し
、
本
格
的
に
運
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
一
般

的
に
中
央
集
権
体
制
が
確
立
さ
れ
た
と
さ
れ
る
武
帝
期
で
は
あ
る
が
、
先
述
し
た
よ

う
に
、
そ
の
端
緒
は
文
帝
期
に
み
ら
れ
る （

4
） 

。
そ
し
て
、
当
該
期
の
政
治
史
を
考

え
る
上
で
は
、
高
祖
劉
邦
に
つ
き
従
い
前
漢
を
う
ち
立
て
た
功
臣
た
ち
に
よ
り
構
成

さ
れ
る
劉
邦
集
団
の
勢
力
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

李
開
元
氏
は
彼
ら
の
盛
衰
を
通
し
て
前
漢
前
半
期
の
政
治
史
の
展
開
を
動
態
的
に
描

き
出
さ
れ
て
い
る
が
（
氏
は
前
漢
成
立
後
、
そ
の
軍
功
に
応
じ
て
政
治
権
力
等
が
再

分
配
さ
れ
た
点
を
重
視
し
、「
軍
功
受
益
階
層
」
と
称
す
る
が
、
本
稿
で
は
劉
邦
集

団
で
統
一
す
る
こ
と
と
す
る
）、
氏
は
三
公
九
卿
・
郡
国
守
相
等
、
中
央
・
地
方
の

高
官
の
大
半
が
彼
ら
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
、
そ
の
た
め
、
彼
ら
は
皇
帝
を
掣
肘
す
る

ほ
ど
の
大
き
な
勢
力
を
有
し
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る （

5
） 

。

　

さ
ら
に
、
先
学
諸
氏
に
よ
り
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
文
帝
は
諸
呂
の

乱
に
よ
り
劉
氏
の
直
系
が
断
絶
し
た
の
に
伴
い
、
諸
侯
王
国
の
一
つ
に
過
ぎ
な
い
代

王
国
か
ら
擁
立
さ
れ
た
た
め
、
そ
の
権
力
基
盤
は
脆
弱
で
あ
っ
た （

6
） 

。
そ
の
よ
う

　

前
漢
文
帝
期
に
お
け
る
察
挙
の
形
成
と
劉
邦
集
団

福　

永　

善　

隆　

　
　
　
　
は
じ
め
に

　

周
知
の
よ
う
に
、
秦
の
始
皇
帝
以
来
二
〇
〇
〇
年
も
の
長
き
に
及
ぶ
皇
帝
支
配
体

制
を
支
え
た
の
は
高
度
に
発
達
し
た
官
僚
機
構
で
あ
っ
た
。
そ
の
官
僚
機
構
に
人
材

を
供
給
す
る
官
吏
登
用
制
度
は
選
抜
さ
れ
る
人
材
に
一
定
の
枠
組
み
を
設
定
し
、
そ

の
構
造
に
影
響
を
与
え
る
も
の
と
い
え
る
。

　

前
漢
に
お
け
る
官
吏
登
用
制
度
は
、
公
卿
・
郡
国
守
相
等
の
高
級
官
僚
層
に
有
能

な
人
材
を
選
定
・
推
挙
さ
せ
、
そ
の
人
材
を
登
用
す
る
形
が
と
ら
れ
、
察
挙
と
総
称

さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
皇
帝
が
臨
時
に
詔
を
発
し
て
人
材
を
推
挙
さ
せ
る
賢
良
・

方
正
を
は
じ
め
と
す
る
制
科
及
び
定
期
的
に
実
施
さ
れ
る
孝
廉
等
の
常
科
に
大
き
く

二
分
さ
れ
る
。
前
漢
第
五
代
皇
帝
文
帝
に
よ
っ
て
制
科
が
は
じ
め
て
実
施
さ
れ
、
そ

の
後
、
第
七
代
皇
帝
武
帝
の
治
世
に
は
常
科
が
整
備
さ
れ
、
以
降
、
察
挙
は
主
要
な

官
吏
登
用
ル
ー
ト
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
察
挙
に
つ
い
て
、
全
面
的
・
総
合
的
な
研
究
を
行
っ
た
の
が
福
井
重
雅
氏
で

あ
る
が
、
氏
は
そ
れ
が
「
一
見
し
て
郷
党
の
秩
序
を
尊
重
し
、
郡
国
の
推
薦
を
第
一

と
す
る
地
方
重
視
の
姿
勢
を
と
り
な
が
ら
、
実
質
的
に
は
そ
の
背
後
に
は
、
中
央
集

権
を
強
化
し
よ
う
と
す
る
支
配
者
側
の
一
方
的
な
意
図
」
が
濃
厚
に
見
ら
れ
る
と
し

た
う
え
で
、「
文
帝
・
武
帝
と
い
う
独
裁
君
主
の
登
場
と
軌
を
一
に
し
て
形
成
さ
れ



福
　
　
永
　
　
善
　
　
隆

四
四

と
あ
り
、
ま
た
、『
漢
書
』
巻
四 

文
帝
紀 

文
帝
一
五
（
前
一
六
五
）
年
九
月
の
條
に
、

九
月
、
諸
侯
王
・
公
卿
・
郡
守
に
詔
し
て
賢
良
に
し
て
能
く
直
言
極
諫
す
る
者

を
舉
げ
し
む
。
上  

親
ら
之
を
策
し
、
傅
納
す
る
に
言
を
以
て
す
。

と
あ
る
よ
う
に
、
文
帝
二
年
・
一
五
年
の
こ
と
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
福
井
重
雅
氏
は
文
帝
二
年
の
制
科
に
つ
い
て
、「
そ
れ
に
ど
の
よ
う
な

人
物
が
応
対
し
、
採
用
さ
れ
た
か
な
ど
と
い
う
具
体
的
な
点
に
つ
い
て
は
全
く
不
明

で
あ
る
の
で
、
は
た
し
て
そ
れ
が
実
際
に
行
な
わ
れ
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
、

多
少
疑
問
の
残
る
問
題
で
あ
る
」
と
し
た
上
で
、『
漢
書
補
注
』
が
上
の
文
帝
一
五

年
の
條
に
引
く
「
此
れ
漢
廷
の
策
士
の
始
め
な
り
」
と
す
る
周
壽
昌
の
注
に
賛
同
し
、

実
際
に
は
、
文
帝
一
五
年
の
制
科
が
「
漢
代
に
お
け
る
官
吏
登
用
制
度
の
開
始
で

あ
っ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
」と
す
る （

10
） 

。こ
の
氏
の
見
解
に
基
づ
き
、

こ
こ
で
は
文
帝
一
五
年
に
制
科
が
行
わ
れ
た
前
後
の
状
況
に
つ
い
て
、
考
察
を
進
め

て
い
く
こ
と
と
す
る
。

　

そ
の
際
、
こ
の
文
帝
一
五
年
九
月
に
行
わ
れ
た
制
科
の
詔
（
以
下
、「
文
帝
一
五

年
詔
」
と
称
す
る
）
の
直
前
に
置
か
れ
た
記
事
が
注
目
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
同
書

同
本
紀
文
帝
一
五
年
の
條
に
、
そ
の
春
の
こ
と
と
し
て
、

十
五
年
春
、
黃
龍 

成
紀
に
見
は
る
。
上 

乃
ち
詔
を
下
し
郊
祀
を
議
せ
し
む
。

公
孫
臣 

服
色
に
明
ら
か
に
し
て
、
新
垣
平 

五
廟
を
設
く
。

と
あ
る
よ
う
に
、
黄
龍
が
あ
ら
わ
れ
た
こ
と
を
契
機
と
し
て
、
服
色
改
正
が
実
行
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
服
色
改
正
に
つ
い
て
は
渭
陽
五
帝
廟
等
の
祭
祀
改
革
・
改
暦
と
関
連
し
て
、

漢
独
自
の
制
度
と
と
も
に
、
諸
侯
王
・
劉
邦
集
団
に
対
す
る
自
身
の
権
威
を
確
立
し

よ
う
と
す
る
文
帝
の
意
図
の
現
れ
と
し
て
、
当
該
期
の
政
局
と
関
連
し
て
論
じ
ら
れ

て
い
る （

11
） 

。
例
え
ば
、
目
黒
杏
子
氏
は
当
該
期
の
政
権
中
枢
に
お
け
る
根
強
い
現

な
状
況
の
な
か
で
、
佐
藤
達
郎
氏
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
文
帝
は
劉
邦
集
団
を
構

成
す
る
功
臣
た
ち
に
対
し
て
「
謙
譲
」
し
、
慎
重
に
政
権
を
運
営
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
こ
と
を
あ
わ
せ
考
え
る
と （

7
） 

、
当
該
期
の
施
策
は
彼
ら
の
動
向
を
視
野

に
入
れ
な
が
ら
、
複
眼
的
に
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
て
き
た
と
き
、
次
の
楯
身
智
志
氏
の
見
解
は
注
目
さ
れ
る （

8
） 

。

氏
は
漢
初
の
官
僚
機
構
が
功
臣
た
ち
の
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
基
づ
く
人
材
供
給
に

よ
っ
て
保
持
さ
れ
、
そ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
彼
ら
の
推
薦
保
証
に
基
づ
く
人
材
登
用

に
よ
っ
て
官
僚
機
構
に
取
り
込
ま
れ
て
い
た
と
指
摘
し
、
文
帝
期
の
制
科
も
そ
の
一

事
例
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る （

9
） 

。
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
劉
邦
集

団
側
の
意
図
が
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
想
定
さ
れ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

　

本
稿
は
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
基
づ
き
、
文
帝
期
の
察
挙
に
劉
邦
集
団
が
ど
の

よ
う
に
関
わ
っ
て
い
た
か
明
ら
か
に
し
、
も
っ
て
、
当
該
期
に
制
科
が
成
立
し
た
背

景
に
つ
い
て
、
劉
邦
集
団
の
視
点
か
ら
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
一
　
文
帝
期
に
お
け
る
劉
邦
集
団

　

史
乗
、文
帝
期
に
は
二
度
制
科
が
行
わ
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、『
史
記
』

巻
一
〇 

孝
文
本
紀 

文
帝
二
（
前
一
七
八
）
年
一
一
月
の
條
に
、

十
一
月
晦
、
日 

之
を
食
す
有
り
。
十
二
月
望
、
日 

又
食
す
。
上
曰
は
く
、

…
…
乃
ち
十
一
月
晦
、
日 

之
を
食
す
有
り
、
適と
が 

天
に
見
は
る
。
菑
わ
ざ
わ
ひ 

孰
れ
か
焉

よ
り
大
な
ら
ん
。
…
…
令
至
ら
ば
、
其
れ
悉
く
朕
の
過
失
及
び
知
見
思
の
及
ば

ざ
る
所
を
思
ひ
、
こ

ふ
ら
く
は
以
て
朕
に
告
げ
よ
。
及
び
賢
良
方
正
に
し
て
能

く
直
言
極
諫
す
る
者
を
舉
げ
、
以
て
朕
の
逮
ば
ざ
る
を
匡
せ
。
因
り
て
各
お
の

其
の
任
職
を
飭
へ
、
務
め
て
繇
費
を
省
き
以
て
民
に
便
せ
よ
。 



前
漢
文
帝
期
に
お
け
る
察
挙
の
形
成
と
劉
邦
集
団

四
五

を
改
め
神
明
の
事
を
怠
る
。
而
し
て
渭
陽
・
長
門
の
五
帝
は
祠
官
を
し
て
領
し
、

時
を
以
て
禮
を
致
さ
し
め
、
往
か
ず
。

と
あ
る
よ
う
に
、
公
孫
臣
と
と
も
に
服
色
改
正
を
推
進
し
て
い
た
新
垣
平
が
「
言
ふ

所
の
氣
神
の
事
皆
詐
な
り
」
と
す
る
上
書
に
よ
っ
て
失
脚
す
る
と
、
文
帝
は
服
色
改

正
を
断
念
し
て
い
る
。
こ
の
上
書
に
つ
い
て
は
反
対
派
の
関
与
を
想
定
す
る
見
解
も

あ
る （

16
） 

。

　

新
垣
平
失
脚
の
事
情
に
つ
い
て
は
史
料
上
の
記
載
が
な
い
た
め
、
そ
の
見
解
の
妥

当
性
に
つ
い
て
十
分
に
論
証
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
薄
井
俊
二
氏
は
一

連
の
祭
祀
改
革
と
の
関
連
性
が
指
摘
さ
れ
る
出
遊
が
新
垣
平
の
失
脚
後
も
繰
り
返
し

行
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
、「
文
帝
は
祭
祀
改
革
運
動
へ
の
情
熱
を
失
っ
た
」

わ
け
で
は
な
く
、「
既
に
前
進
で
き
た
レ
ベ
ル
は
確
保
し
、
出
遊
と
親
祭
を
繰
り
返

す
こ
と
で
、
そ
の
成
果
を
確
認
し
続
け
て
い
こ
う
と
し
た
」
と
さ
れ
て
い
る （

17
） 

。

そ
の
よ
う
な
文
帝
の
意
図
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
が
一
見
す
る
と
、「
正
朔
服
色
を

改
め
神
明
の
事
」
を
放
棄
し
た
よ
う
に
見
せ
か
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
、

ま
た
、新
垣
平
の
失
脚
は
黄
龍
の
出
現
か
ら
わ
ず
か
三
年
も
経
な
い
文
帝
後
元
元（
前

一
六
三
）
年
で
あ
っ
た
こ
と
を
あ
わ
せ
考
え
る
と
、
服
色
改
正
は
反
対
派
の
勢
力
を

完
全
に
払
拭
し
た
上
で
実
行
に
移
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ

う
。

　

実
際
に
、
当
時
の
劉
邦
集
団
の
状
況
を
み
る
と
、『
漢
書
』
巻
一
九
下 

百
官
公
卿

表
第
七
下
に
よ
る
と
、
文
帝
一
五
年
ま
で
御
史
大
夫
を
務
め
た
馮
敬
に
代
わ
っ
て
、

一
六
（
前
一
六
四
）
年
に
は
申
屠
嘉
が
そ
の
後
任
と
し
て
御
史
大
夫
に
就
任
し
て
い

る
が
、『
史
記
』
巻
九
六 

申
屠
嘉
列
伝
に
、
文
帝
が
即
位
し
た
直
後
の
こ
と
と
し
て
、

孝
文
帝
元
（
前
一
七
九
）
年
、
故
の
吏
士
の
二
千
石
の
高
皇
帝
に
從
ふ
者
を
舉

げ
、
悉
く
以
て
關
内
侯
と
為
し
、
邑
を
食
ま
し
む
る
こ
と
二
十
四
人
。
而
し
て

状
肯
定
派
の
反
対
を
指
摘
し
、
そ
の
中
心
と
し
て
前
漢
創
業
の
功
臣
、
す
な
わ
ち
劉

邦
集
団
を
想
定
さ
れ
て
い
る （

12
） 

。

　

実
際
に
、『
史
記
』
巻
二
六 

曆
書
に
、
そ
の
経
緯
に
つ
い
て
、
よ
り
詳
細
に
記
し

た
記
事
と
し
て
、

孝
文
の
時
に
至
り
、
魯
人
公
孫
臣 

終
始
五
德
を
以
て
上
書
し
て
言
は
く
、
漢 

土
德
を
得
た
り
。
宜
し
く
元
を
更
め
、
正
朔
を
改
め
、
服
色
を
易
ふ
べ
し
。
當

に
瑞
有
る
べ
し
。
瑞
は
黃
龍 

見
は
れ
ん
、
と
。
事 

丞
相
張
蒼
に
下
さ
る
。
張

蒼
も
亦
律
曆
を
學
べ
ば
、
以
て
是ぜ

に
非
ず
と
為
し
、
之
を
罷
む
。
其
の
後
黃
龍 

成
紀
に
見
は
る
。
張
蒼 

自
ら
黜
き
、
論
著
せ
ん
と
欲
す
る
所
成
ら
ず
。

と
あ
り
、
反
対
派
の
中
心
と
な
っ
た
の
は
丞
相
張
蒼
で
あ
っ
た
が
、
彼
は
北
平
侯
と

し
て
高
祖
功
臣
位
次
を
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
劉
邦
集
団

の
一
員
で
あ
っ
た （

13
） 

。

　

こ
こ
で
、
角
谷
常
子
氏
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
服
色
改
正
が
黄
龍
と
い
う

符
瑞
に
よ
り
反
対
派
を
封
じ
込
め
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
あ
わ
せ
考
え

る
と （

14
） 

、
そ
の
翌
年
に
行
わ
れ
た
制
科
は
、「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
よ
う
に
、「
皇

帝
支
配
に
よ
る
中
央
集
権
体
制
の
確
立
」
の
成
果
と
し
て
、
自
然
に
つ
な
が
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
当
該
期
の
政
局
及
び
劉
邦
集
団
の
勢
力
の
推
移
を

詳
細
に
追
究
し
て
い
く
と
、
事
態
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
別
稿
に
お
い
て
服
色
改
正
の
展
開
と
合
わ
せ
て
論
じ
る

予
定
で
あ
り
、
そ
れ
と
論
点
が
重
な
る
点
も
多
い
が （

15
） 

、
行
論
の
都
合
上
、
以
下
、

必
要
な
限
り
に
お
い
て
簡
略
に
述
べ
て
お
き
た
い
。

　

ま
ず
、『
史
記
』
巻
二
八 

封
禅
書
に
、
服
色
改
正
の
顛
末
と
し
て
、 

人 

上
書
し
て
新
垣
平
の
言
ふ
所
の
氣
神
の
事
皆
詐
な
り
と
告
ぐ
る
有
り
。
平

を
吏
に
下
し
て
治
し
、
新
垣
平
を
誅
夷
す
。
是
よ
り
の
後
、
文
帝 

正
朔
服
色
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二
　
文
帝
期
の
集
議
と
劉
邦
集
団

　

大
庭
脩
氏
は
漢
代
の
制
詔
を
そ
の
内
容
・
形
態
の
両
面
か
ら
分
析
し
、
三
形
式

に
分
類
さ
れ
た （

19
） 

。
す
な
わ
ち
、
皇
帝
が
自
ら
の
意
志
で
命
令
を
下
す
第
一
形
式
、

官
僚
が
そ
の
権
限
内
で
職
務
を
遂
行
す
る
た
め
に
献
策
し
、
皇
帝
が
裁
可
を
下
す
こ

と
で
効
力
を
発
揮
す
る
第
二
形
式
、
そ
の
第
一
形
式
と
第
二
形
式
を
複
合
し
た
第
三

形
式
で
あ
る
。
こ
の
制
詔
の
形
式
は
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
手
続
き
に
よ
っ
て
、
意
思

決
定
が
行
わ
れ
、
実
行
に
移
さ
れ
た
か
を
窺
う
た
め
の
重
要
な
手
が
か
り
で
あ
る
。

た
だ
し
、
各
形
式
に
は
も
と
は
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
示
す
文
言
が
付
さ
れ
て
い
た
も

の
の
、『
史
記
』・『
漢
書
』
に
載
録
さ
れ
る
際
に
は
節
略
さ
れ
、
地
の
文
に
吸
収
さ

れ
て
い
る
場
合
が
多
い
。
第
一
節
に
掲
げ
た
「
文
帝
一
五
年
詔
」
は
そ
の
典
型
で
あ

り
、
よ
っ
て
、
そ
れ
が
い
ず
れ
の
形
式
に
あ
た
る
か
は
明
確
で
は
な
い
。 

　

た
だ
し
、『
漢
書
』
巻
六 

武
帝
紀 

建
元
元
（
前
一
四
〇
）
年
冬
十
月
の
條
に
、
文

帝
一
五
年
の
次
に
行
わ
れ
た
制
科
の
詔
と
し
て
（
以
下
、「
武
帝
建
元
元
年
詔
」
と

称
す
）、建

元
元
年
冬
十
月
、
丞
相
・
御
史
・
列
侯
・
中
二
千
石
・
二
千
石
・
諸
侯
相
に

詔
し
て
賢
良
方
正
直
言
極
諫
の
士
を
舉
げ
し
む
。
丞
相
（
衛
）
綰 

奏
す
ら
く
、

舉
ぐ
る
所
の
賢
良
、
或
ひ
は
申
・
商
・
韓
非
・
蘇
秦
・
張
儀
の
言
を
治
め
て
、

國
政
を
亂
す
は
、
請
ふ
ら
く
は
皆
罷
め
ん
、
と
。
奏
し
て
可
と
す
。

と
あ
り
、
こ
こ
で
は
察
挙
の
実
施
を
志
向
す
る
武
帝
に
対
し
て
、
丞
相
衛
綰
は
「
申
・

商
・
韓
非
・
蘇
秦
・
張
儀
の
言
を
治
」
め
る
者
は
除
外
す
る
よ
う
に
奏
請
し
て
い
る
。

大
庭
氏
は
こ
の
衛
綰
の
奏
請
に
対
し
て
、「
奏
可
」
と
あ
る
点
に
着
目
し
、
そ
れ
を

第
三
形
式
に
付
さ
れ
る「
制
曰
可
」を
節
略
し
た
も
の
で
あ
り
、よ
っ
て
、そ
れ
が「
第

三
形
式
の
順
序
を
ふ
ん
で
い
る
も
の
で
、
或
い
は
賢
良
な
ど
の
推
挙
に
関
し
て
議
す

申
屠
嘉 

邑
を
食
む
こ
と
五
百
戸
。

と
あ
る
よ
う
に
、
彼
は
「
高
皇
帝
に
從
ふ
者
」
と
し
て
関
内
侯
の
位
を
与
え
ら
れ
た

一
人
で
あ
っ
た
。

　

さ
ら
に
、
同
書
同
列
伝
に
、
新
垣
平
が
失
脚
し
た
翌
年
の
後
元
二
（
前
一
六
二
）

年
に
申
屠
嘉
が
張
蒼
の
後
任
と
し
て
丞
相
に
就
任
し
た
経
緯
に
つ
い
て
、

張
蒼 

已
に
丞
相
た
り
。（
申
屠
）
嘉 

遷
り
て
御
史
大
夫
と
為
る
。
張
蒼 

相
を

免
ぜ
ら
る
る
に
、
孝
文
帝 
皇
后
の
弟
竇
廣
國
を
用
て
丞
相
と
為
さ
ん
と
欲
し

て
曰
は
く
、
恐
ら
く
は
天
下 
吾
を
以
て
廣
國
に
私
す
と
せ
ん
、
と
。
廣
國 

賢

に
し
て
行
有
り
。
故
に
之
を
相
と
せ
ん
と
欲
す
る
も
、
念
ふ
こ
と
之
を
久
し
く

し
て
可
な
ら
ず
。
而
し
て
高
帝
の
時
の
大
臣  

又
皆
多
く
死
し
、
餘
は
見
に
可

な
る
者
無
し
。
乃
ち
御
史
大
夫
嘉
を
以
て
丞
相
と
為
し
、
故
邑
に
因
り
て
封
じ

て
故
安
侯
と
為
す
。

と
あ
る
よ
う
に
、「
餘
は
見
に
可
な
る
者
」
が
な
い
と
い
う
消
極
的
な
理
由
で
彼
を

丞
相
に
任
命
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
は
、
依
然
と
し
て
文
帝
は
劉
邦
集
団
に
対

し
て
配
慮
す
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
い
え
よ
う （

18
） 
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
服
色
改
正
の
実
行
を
劉
邦
集
団
の
勢
力
の
衰
退

と
安
易
に
結
び
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
よ
っ
て
、
制
科
の
開
始
を
文
帝
に
よ
る

中
央
集
権
の
確
立
の
成
果
と
す
る
見
方
は
や
や
一
面
的
に
す
ぎ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ

う
。

　

で
は
、
当
該
期
の
制
科
の
開
始
と
劉
邦
集
団
は
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
次
節
で
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
考
察
を
進
め
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
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漢
興
り
て
よ
り
孝
文
に
至
る
ま
で
二
十
餘
年
、
天
下 

初
め
て
定
ま
る
に
會
ひ

て
、
將
相
公
卿 

皆
軍
吏
な
り
。

と
あ
る
よ
う
に
、
文
帝
期
に
至
る
ま
で
「
將
相
公
卿
」
は
「
皆
軍
吏
」
で
あ
っ
た
。

そ
の
こ
と
は
詳
細
な
統
計
に
基
づ
き
、
文
帝
期
に
お
い
て
三
公
九
卿
に
占
め
る
劉
邦

集
団
の
割
合
は
い
ま
だ
六
二
パ
ー
セ
ン
ト
に
及
ん
で
い
た
と
す
る
李
開
元
氏
の
研
究

に
よ
り
実
証
さ
れ
て
い
る （

27
） 

。

　

さ
ら
に
、
周
知
の
よ
う
に
、
漢
初
の
列
侯
に
つ
い
て
は
同
書
巻
一
七 

漢
興
以
來

諸
侯
王
年
表
に
、

高
祖
末
年
、
劉
氏
に
非
ず
し
て
王
た
る
者
、
若
し
く
は
功
無
く
上
の
置
か
ざ
る

所
に
し
て
侯
た
る
者
、
天
下 

共
に
之
を
誅
せ
。
高
祖
の
子
弟
・
同
姓
の
王
た

る
者 

九
國
、
唯
だ
獨
り
長
沙
の
み
異
姓
に
し
て
、
功
臣
の
侯
た
る
者 

百
有
餘

人
な
り
。

と
あ
る
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
「
白
馬
の
盟
」
に
よ
っ
て
当
該
期
の
列
侯
は
ほ
ぼ
劉
邦

集
団
に
よ
っ
て
独
占
さ
れ
て
い
た （

28
） 

。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、上
述
し
た
公
卿
議
の
中
心
と
な
る
参
議
者
の
う
ち
、

博
士
を
除
く
丞
相
・
御
史
大
夫
・
列
侯
・
二
千
石
の
大
半
は
劉
邦
集
団
が
占
め
て
い

た
こ
と
に
な
り
、
そ
の
影
響
力
は
決
し
て
無
視
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
よ
う
。

　

一
方
、
察
挙
の
推
挙
者
に
つ
い
て
注
目
し
て
み
る
と
、
福
井
重
雅
氏
は
「
文
帝

一
五
年
詔
」
に
挙
げ
ら
れ
た
推
挙
者
が
前
掲
の
「
武
帝
建
元
元
年
詔
」
と
ほ
ぼ
一
致

し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
文
帝
期
に
お
い
て
推
挙
者
は
す
で
に
三
公
九
卿
・
郡
国
守
相

等
の
高
官
に
限
定
さ
れ
て
い
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る （

29
） 

。

　

ま
た
、「
文
帝
一
五
年
詔
」
は
「
武
帝
建
元
元
年
詔
」
と
は
異
な
り
、
推
挙
者
と

し
て
列
侯
が
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
が
、『
漢
書
』
巻
四
九 

鼂
錯
伝
に
、
文
帝
一
五
年

る
こ
と
を
命
じ
た
語
が
存
し
た
か
も
知
れ
な
い
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る （

20
） 

。

　

氏
の
分
析
に
よ
る
と
、
こ
の
第
三
形
式
は
「
皇
帝
の
立
法
意
志
の
表
明
が
第
一
形

式
で
な
さ
れ
、
官
僚
の
答
申
が
奏
請
の
形
式
で
な
さ
れ
た
あ
と
に
制
可
が
あ
っ
て
第

二
形
式
と
な
り
、
第
一
形
式
と
第
二
形
式
が
複
合
し
て
一
つ
の
命
令
と
し
て
公
布
」

さ
れ
た
も
の
で
あ
り （

21
） 

、
さ
ら
に
、
こ
の
見
解
を
承
け
て
、
永
田
英
正
氏
は
漢
代

の
制
詔
と
集
議
が
不
可
分
な
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る （

22
） 

。

　

永
田
・
渡
辺
信
一
郎
両
氏
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
漢
代
に
お
い
て
集
議

は
政
策
・
立
法
等
、
国
家
的
意
思
決
定
に
お
い
て
重
要
な
機
能
を
果
た
し
て
い
た

が （
23
） 

、
そ
の
う
ち
最
も
基
本
と
な
る
公
卿
議
は
文
帝
期
に
は
丞
相
・
御
史
大
夫
・

列
侯
・
二
千
石
・
博
士
が
中
心
と
な
り
、
そ
れ
に
大
夫
・
議
郎
を
加
え
た
集
議
と

し
て
ほ
ぼ
確
立
さ
れ
、
国
の
重
要
な
施
政
・
施
策
の
基
本
方
針
を
協
議
す
る
場
と

し
て
設
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
と
さ
れ
る （

24
） 
。

　

集
議
は
あ
く
ま
で
も
皇
帝
の
諮
問
機
関
で
は
あ
る
が
、
実
際
に
は
集
議
は
尊
重
さ

れ
、
そ
の
際
提
出
さ
れ
た
多
数
の
意
見
も
ま
た
よ
く
尊
重
さ
れ
て
い
た （

25
） 

。
第
一

節
に
掲
げ
た
『
史
記
』
曆
書
の
記
事
に
お
い
て
、
服
色
改
正
の
契
機
と
な
っ
た
公
孫

臣
の
上
書
は
、
ま
ず
「
丞
相
張
蒼
に
下
」
さ
れ
、
そ
の
是
非
が
議
論
さ
れ
た
う
え
で

一
度
棄
却
さ
れ
て
い
る
。
第
一
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
な
な
か
で
公
孫
臣

が
再
び
登
用
さ
れ
た
の
は
彼
の
予
言
ど
お
り
「
黄
龍
」
と
い
う
符
瑞
が
現
れ
、
張
蒼

も
持
論
の
誤
り
を
認
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
文
帝
の

権
威
確
立
に
と
っ
て
重
要
な
服
色
改
正
と
祭
祀
改
革
も
独
断
で
実
行
す
る
こ
と
は
で

き
ず
、集
議
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

ま
た
、
阿
部
幸
信
氏
は
特
に
功
臣
の
力
が
大
き
い
漢
初
に
お
い
て
は
、
お
の
ず

と
彼
ら
の
合
議
が
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
が （

26
） 

、『
史
記
』
巻
九
六 

張
丞
相
列
伝
に
、
漢
初
の
官
僚
機
構
の
状
況
に
つ
い
て
、
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あ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
、
察
挙
の
推
挙
者
が
地
方
官
で
あ
る
郡
国
守
相
を
除
い
て
、
丞
相
・
御
史

大
夫
・
列
侯
・
二
千
石
と
い
う
公
卿
議
の
主
要
な
構
成
員
と
重
な
る
部
分
が
大
き
い

点
に
着
目
す
る
と
、
上
の
よ
う
に
、
文
帝
期
の
制
科
が
劉
邦
集
団
が
主
導
す
る
官

僚
機
構
の
構
造
を
前
提
と
す
る
形
式
を
と
っ
て
い
た
こ
と
は
、
上
述
し
た
集
議
に
お

い
て
劉
邦
集
団
の
影
響
力
が
は
た
ら
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
に
十
分
な
も
の
で
あ
ろ

う
。

　

で
は
、
劉
邦
集
団
に
と
っ
て
、
制
科
は
ど
の
よ
う
な
意
義
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
最
後
に
節
を
改
め
て
、
こ
の
点
に
つ
い
て
さ
ら
に
追
究
し
て
い
き
た
い
。

　
　
　
　
三
　
劉
邦
集
団
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
制
科

　

察
挙
の
際
、
被
推
挙
者
に
は
対
策
の
上
奏
が
求
め
ら
れ
る
が
、
第
二
節
で
掲
げ
た

『
漢
書
』
鼂
錯
列
伝
に
は
、
文
帝
一
五
年
の
制
科
に
お
い
て
、「
對
策
す
る
者
百
餘
人
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
、「
文
帝
一
五
年
詔
」
に
応
じ
て
推
挙
さ
れ
た
賢
良
・
方
正
は
百

名
程
度
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

一
方
、
文
帝
一
五
年
に
人
材
の
推
挙
が
求
め
ら
れ
た
諸
侯
王
・
公
卿
・
郡
守
及
び

列
侯
は
二
〇
〇
名
前
後
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る （

32
） 

。
た
だ
し
、
鼂
錯
が
平
陽
侯

曹
窋
・
汝
陰
侯
夏
侯
竈
・
潁
陰
侯
灌
何
・
廷
尉
宜
昌
・
隴
西
太
守
公
孫
昆
邪
と
い
う

六
名
の
推
挙
を
受
け
て
い
る
よ
う
に
、
一
名
に
対
し
て
複
数
名
が
推
挙
す
る
こ
と
も

あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
考
え
る
と
、
推
挙
者
の
数
に
比
し
て
被
推
挙
者
の

数
が
少
な
い
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
鼂
錯
の
推
挙
者
に
劉

邦
集
団
の
そ
う
そ
う
た
る
成
員
が
名
を
連
ね
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
も
、
彼
ら
は
人

材
の
推
挙
に
積
極
的
に
応
じ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

に
賢
良
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
鼂
錯
の
対
策
を
載
せ
て
、

（
鼂
）
錯 

對
へ
て
曰
は
く
、
平
陽
侯
臣
（
曹
）
窋
・
汝
陰
侯
臣
（
夏
侯
）
竈
・

潁
陰
侯
臣
（
灌
）
何
・
廷
尉
臣
宜
昌
・
隴
西
太
守
臣
（
公
孫
）
昆
邪 

選
ぶ
所

の
賢
良
、
太
子
家
令
臣
（
鼂
）
錯 

昧
死
再
拜
し
て
言
は
く
、
…
…
時
に
賈
誼 

已
に
死
し
、
對
策
す
る
者
百
餘
人
、
唯
だ
錯
の
み
高
第
と
為
る
。
是
に
繇
り
て

中
大
夫
に
遷
る
。

と
あ
る
よ
う
に
、
鼂
錯
の
推
挙
者
に
曹
窋
・
夏
侯
竈
・
灌
何
が
列
侯
と
し
て
加
わ
っ

て
い
る
こ
と
か
ら
、実
際
に
は
列
侯
に
も
推
挙
が
求
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
よ
う
に
、
楯
身
智
志
氏
は
景
帝
期
よ
り
前
の

官
僚
機
構
、
特
に
中
央
官
界
は
主
に
劉
邦
集
団
の
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
基
づ
く
人

材
供
給
に
よ
っ
て
保
持
さ
れ
、
そ
の
閉
鎖
性
・
排
他
性
に
対
し
て
皇
帝
で
す
ら
介
入

で
き
な
か
っ
た
と
し
、
そ
の
原
因
を
推
挙
者
が
被
推
挙
者
に
連
帯
し
て
そ
の
能
力
を

保
証
す
る
推
薦
保
証
制
度
に
求
め
て
い
る （

30
） 

。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
文
帝
期
の
察
挙
の
推
挙
者
は
劉
邦
集
団
の
成
員
が

そ
の
大
半
を
占
め
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
実
際
に
、前
掲
し
た
鼂
錯
列
伝
に
お
い
て
、

鼂
錯
の
推
挙
者
と
し
て
、
曹
参
の
子
曹
窋
・
夏
侯
嬰
の
子
夏
侯
竈
・
灌
嬰
の
子
灌
何

と
い
う
劉
邦
集
団
の
そ
う
そ
う
た
る
成
員
が
名
を
連
ね
て
い
る
こ
と
は
そ
の
実
態
を

端
的
に
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

筆
者
は
か
つ
て
前
漢
前
半
期
の
官
僚
機
構
の
上
層
が
劉
邦
集
団
に
よ
っ
て
独
占
さ

れ
る
体
制
が
再
生
産
さ
れ
て
い
く
構
造
に
つ
い
て
言
及
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
の

上
層
と
下
層
を
分
か
ち
、
そ
の
再
生
産
構
造
を
支
え
て
い
た
の
が
官
秩
二
千
石
の
境

界
で
あ
っ
た （

31
） 

。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、「
文
帝
一
五
年
詔
」
に
挙
げ
ら
れ

た
推
挙
者
が
公
卿
・
郡
守
と
い
う
い
ず
れ
も
官
秩
二
千
石
以
上
の
官
員
に
限
定
さ
れ

て
い
た
の
は
上
の
よ
う
な
官
僚
機
構
の
構
造
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
た
め
で



前
漢
文
帝
期
に
お
け
る
察
挙
の
形
成
と
劉
邦
集
団

四
九

り
な
し
や
官
職
へ
の
推
挙
等
が
諸
公
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
明
証
の
一
つ
と
し
て
扱
っ

て
い
る
。

　

こ
こ
で
、
第
一
節
で
掲
げ
た
『
史
記
』
申
屠
嘉
列
伝
に
述
べ
ら
れ
た
、
張
蒼
の
後

任
の
丞
相
が
選
定
さ
れ
る
経
緯
に
注
目
す
る
と
、
文
帝
が
「
天
下 

吾
を
以
て
廣
國

に
私
す
と
せ
ん
」
と
考
え
た
た
め
、
皇
后
の
弟
竇
廣
國
は
そ
の
候
補
か
ら
外
さ
れ
、

劉
邦
集
団
の
一
員
で
あ
る
申
屠
嘉
が
「
高
帝
の
時
の
大
臣 

又
皆
多
く
死
し
、
餘
は

見
に
可
な
る
者
無
し
」
と
い
う
理
由
で
丞
相
に
就
任
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
申

屠
嘉
が
丞
相
に
選
任
さ
れ
た
経
緯
は
劉
邦
集
団
の
論
理
が
大
き
く
反
映
さ
れ
て
い

る
。『
漢
書
』
巻
四
八 

賈
誼
伝
に
、
国
事
の
得
失
を
論
じ
た
賈
誼
の
上
書
と
し
て
、

天
下 

殽
亂
す
る
や
、
高
皇
帝 

諸
公
と
與
に
併
び
起
つ
に
、
仄
室
の
勢
有
り
て

以
て
豫
め
之
を
席
く
に
非
ざ
る
な
り
。
諸
公
の
幸
せ
ら
る
る
者
は
、
乃
ち
中
涓

と
為
り
、
其
の
次
は
廑わ
づ
か

に
舍
人
を
得
、
材
の
逮お
よ

ば
ざ
る
は
至
遠
な
り
。
高
皇
帝 

明
聖
威
武
を
以
て
天
子
の
位
に
即
き
、
膏
腴
の
地
を
割
く
に
王
諸
公
を
以
て

し
、
多
き
者
百
餘
城
、
少
き
者
乃
ち
三
四
十
縣
。
と
く 

至
り
て
渥あ
つ

し
。
然
る
に

其
の
後
十
年
の
間
、反
す
る
者
九
た
び
起
こ
る
。
陛
下
の
諸
公
と
與
に
す
る
や
、

親
ら
材
を
角く
ら

べ
て
之
を
臣
と
す
る
に
非
ず
し
て
、
又
身
ら
封
じ
て
之
を
王
と
す

る
に
非
ざ
る
な
り
。
高
皇
帝
よ
り
是
を
以
て
一
歲
も
安
ん
ず
る
こ
と
能
は
ず
。

故
に
臣 

陛
下
の
能
く
せ
ざ
る
を
知
る
な
り
。

と
あ
る
よ
う
に
、
創
業
の
功
臣
が
高
位
高
官
に
あ
っ
た
前
漢
初
期
に
は
官
位
に
就
い

て
い
な
く
て
も
、
公
卿
の
位
に
就
い
て
い
た
功
臣
と
交
友
関
係
に
あ
り
、
朝
政
に
も

一
定
の
影
響
力
を
有
し
た
人
々
が
広
範
に
存
在
し
、
そ
れ
が
「
諸
公
」
と
呼
ば
れ
て

い
た （

34
） 
。
ま
た
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
劉
邦
集
団
が
官
界
に
占
め
る
割
合
は
次
第

に
低
下
し
て
い
く
も
の
の
、
文
帝
期
に
至
っ
て
も
三
公
九
卿
に
限
っ
て
い
え
ば
、
い

ま
だ
六
二
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
と （

35
） 

、
上
の
申
屠
嘉
列

　

で
は
、
劉
邦
集
団
は
推
挙
さ
れ
た
人
材
を
ど
の
よ
う
に
扱
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

制
科
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
同
じ
く
劉
邦
集
団
の
推
挙
に
よ
っ
て
登
用
さ
れ
た

者
と
し
て
、
景
帝
・
武
帝
期
に
活
躍
し
た
灌
夫
の
事
例
は
参
考
に
な
る
。『
史
記
』

巻
一
〇
七　

魏
其
武
安
侯
列
伝
に
、彼
と
劉
邦
集
団
と
の
関
係
を
示
す
記
事
と
し
て
、

灌
將
軍
夫
は
、
潁
陰
の
人
な
り
。
夫
の
父
張
孟  

嘗
て
潁
陰
侯
（
灌
）
嬰
の
舍

人
と
為
り
、
幸
せ
ら
る
る
を
得
。
因
り
て
之
を
進
め
て
二
千
石
に
至
ら
し
め
、

故
に
灌
氏
の
姓
を
蒙
り
灌
孟
と
為
す
。

と
あ
る
よ
う
に
、
彼
の
父
張
孟
は
潁
陰
侯
灌
嬰
の
寵
幸
を
受
け
て
推
挙
さ
れ
、
二
千

石
に
至
っ
た
の
み
な
ら
ず
、
灌
氏
を
名
の
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
同

書
同
伝
の
後
文
に
、
そ
の
子
灌
夫
に
つ
い
て
、
呉
楚
七
国
の
乱
で
の
活
躍
が
認
め
ら

れ
て
登
用
さ
れ
た
経
緯
を
記
し
て
、

吳
楚 

反
す
る
時
、
潁
陰
侯
灌
何 

將
軍
と
為
り
て
、
太
尉
に
屬
し
、
灌
孟
を
請

ひ
て
校
尉
と
為
す
。
夫 

千
人
を
以
て
父
と
俱
に
す
。
…
…
潁
陰
侯
（
灌
何
） 

之

を
上
に
言
ひ
、
上   （
灌
）
夫
を
以
て
中
郎
將
と
為
す
。
數
月
に
し
て
、
法
に

坐
し
て
去
る
。
後
長
安
に
家
居
し
、
長
安
中
の
諸
公 

之
を
稱
せ
ざ
る
は
莫
し
。

と
あ
る
よ
う
に
、潁
陰
侯
灌
何
の
推
挙
を
受
け
て
中
郎
将
と
し
て
登
用
さ
れ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
そ
の
後
ま
も
な
く
、
彼
は
法
に
触
れ
て
免
官
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

「
長
安
中
の
諸
公 

之
を
稱
せ
ざ
る
は
莫
し
」と
あ
る
。
東
晋
次
氏
に
よ
る
と
、『
史
記
』・

『
漢
書
』
に
見
え
る
「
諸
公
」
は
三
公
九
卿
ク
ラ
ス
の
高
官
を
指
す
場
合
、
あ
る
い

は
そ
れ
に
加
え
て
賢
豪
や
長
者
並
び
に
富
人
を
も
含
ん
だ
人
々
を
指
し
て
用
い
ら
れ

る
場
合
が
あ
る （

33
） 

。『
漢
書
』
巻
五
二 

灌
夫
伝
に
も
同
じ
記
事
が
収
め
ら
れ
て
い

る
が
、
そ
こ
に
は
、「（
灌
夫
）
長
安
中
に
家
居
し
、
諸
公 

稱
せ
ざ
る
は
莫
く
、
是

に
由
り
て
復
た
代
相
と
為
る
」
と
あ
る
。
東
氏
は
こ
の
記
事
に
基
づ
き
、
灌
夫
が
代

相
に
就
任
で
き
た
の
は
諸
公
の
推
挽
に
よ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
と
し
、
皇
帝
へ
の
取



福
　
　
永
　
　
善
　
　
隆

五
〇

行
は
苟
合
せ
ず
、
義
は
取
容
せ
ず
。
辟
陽
侯 

行
正
し
か
ら
ず
、
呂
太
后
に
幸

せ
ら
る
る
を
得
。
時
に
辟
陽
侯 

平
原
君
を
知
ら
ん
と
欲
す
る
も
、
平
原
君 

見

る
を
肯
ぜ
ず
。
平
原
君
の
母
の
死
す
る
に
及
び
、
陸
生
（
陸
賈
） 

素
よ
り
平
原

君
と
善
く
、
之
に
過よ
ぎ

る
。
平
原
君 

家
貧
に
し
て
、
未
だ
以
て
喪
を
發
す
る
こ

と
有
ら
ず
、
方
に
服
具
を
假
貸
す
る
に
、
陸
生 

平
原
君
を
し
て
喪
を
發
せ
し

む
。
陸
生 

往
き
て
辟
陽
侯
を
見
、
賀
し
て
曰
は
く
、
平
原
君
の
母
死
す
、
と
。

辟
陽
侯 

曰
は
く
、
平
原
君
の
母 

死
す
る
に
、
何
ぞ
乃
ち
我
を
賀
す
る
や
、
と
。

陸
賈 

曰
は
く
、
前
日
君
侯 

平
原
君
を
知
ら
ん
と
欲
す
る
も
、
平
原
君 

義
と
し

て
君
を
知
ら
ざ
る
は
、
其
の
母
の
故
を
以
て
な
り
。
今
其
の
母
死
し
、
君 

誠

に
厚
く
喪
を
送
ら
ば
、
則
ち
彼 

君
の
為
に
死
せ
ん
、
と
。
辟
陽
侯 

乃
ち
百
金

を
奉
じ
往
き
て
稅
す
。
列
侯
貴
人 

辟
陽
侯
の
故
を
以
て
、
往
き
て
稅
す
る
こ

と
凡
そ
五
百
金
。

と
あ
る
よ
う
に
、
辟
陽
侯
審
食
其
が
朱
建
の
母
の
死
に
際
し
て
、
百
金
を
贈
り
、
哀

悼
の
意
を
示
し
た
た
め
、「
列
侯
貴
人
」
も
そ
れ
に
な
ら
い
、弔
慰
金
を
贈
っ
て
い
る
。

審
食
其
は
劉
邦
集
団
の
一
員
で
あ
り
、
当
時
、
呂
太
后
の
寵
臣
と
し
て
重
き
を
な
し

て
い
た
。
さ
ら
に
、
当
該
期
の
「
列
侯
貴
人
」
が
劉
邦
集
団
の
成
員
に
よ
り
ほ
ぼ
独

占
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
あ
わ
せ
考
え
る
と
、
辟
陽
侯
が
朱
建
に
対
し
て
尊
重
の
意
を

あ
ら
わ
し
、
関
係
を
取
り
結
ん
だ
こ
と
を
契
機
と
し
て
、
彼
は
ほ
か
の
劉
邦
集
団
の

成
員
と
も
次
々
と
つ
な
が
り
、
彼
ら
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
取
り
込
ま
れ
て
い
っ
た
こ

と
を
示
す
も
の
と
な
ろ
う
。

  
こ
の
点
を
踏
ま
え
て
考
え
て
い
く
と
、
も
と
も
と
潁
陰
侯
の
舎
人
に
す
ぎ
な
か
っ

た
張
孟
（
灌
孟
）
及
び
そ
の
子
で
あ
る
灌
夫
が
「
諸
公
」
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
組
み

込
ま
れ
て
い
く
契
機
は
劉
邦
集
団
の
有
力
な
成
員
の
一
人
で
あ
る
潁
陰
侯
灌
嬰
・
灌

何
が
彼
ら
を
推
挙
し
た
こ
と
に
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

伝
に
見
え
る
、
文
帝
の
「
天
下
」
と
い
う
言
は
、
と
り
わ
け
皇
帝
へ
の
取
り
な
し
や

官
職
へ
の
推
挙
等
に
も
影
響
を
有
す
る
「
諸
公
」
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の

時
期
に
は
劉
邦
集
団
が
そ
の
中
核
を
な
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

灌
夫
は
景
帝
三
（
前
一
五
四
）
年
の
呉
楚
七
国
の
乱
の
鎮
圧
後
、
数
年
経
た
後
、

代
相
に
就
任
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
景
帝
後
元
元
（
前
一
四
三
）
年
ま
で
開
封
侯

陶
青
・
條
侯
周
亜
夫
・
桃
侯
劉
舎
と
劉
邦
集
団
の
子
弟
が
相
次
い
で
丞
相
に
任
じ
ら

れ
、
ま
た
、
景
帝
期
の
三
公
九
卿
の
う
ち
四
六
パ
ー
セ
ン
ト
が
劉
邦
集
団
に
よ
っ
て

占
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
あ
わ
せ
考
え
る
と （

36
） 

、
灌
夫
の
選
任
に
影
響
を
与
え
た

「
諸
公
」
の
な
か
で
劉
邦
集
団
は
い
ま
だ
一
定
の
割
合
を
占
め
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。
と
す
れ
ば
、
免
官
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
灌
夫
が
依
然
と
し
て
「
諸
公
」

の
な
か
で
称
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
彼
が
劉
邦
集
団
を
中
核
と
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
の
な
か
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

彼
ら
が
そ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
組
み
込
ま
れ
て
い
く
過
程
を
考
え
る
上
で
、
平
原

君
朱
建
の
事
例
は
参
考
に
な
る
。『
史
記
』
巻
九
七 

平
原
君
朱
建
列
伝
に
、
彼
の
経

歴
に
つ
い
て
、

平
原
君
朱
建
は
、
楚
人
な
り
。
故
嘗
て
淮
南
王
黥
布
の
相
と
為
り
、
辠
有
り

て
去
り
、
後
復
た
黥
布
に
事
ふ
。
布 

反
せ
ん
と
欲
す
る
時
、
平
原
君
に
問
ふ
。

平
原
君 

之
を
止
む
る
も
、
布 

聽
か
ず
し
て
梁
父
侯
に
聽
き
て
、
遂
に
反
す
。

漢 

已
に
布
を
誅
す
る
に
、
平
原
君
の
諫
め
て
謀
に
與
ら
ざ
る
を
聞
き
、
誅
さ

れ
ざ
る
を
得
。

と
あ
る
よ
う
に
、
彼
は
淮
南
王
黥
布
の
相
で
あ
っ
た
が
、
謀
反
を
諫
め
た
た
め
、
赦

免
さ
れ
た
人
物
で
あ
り
、も
と
も
と
劉
邦
集
団
と
は
距
離
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

し
か
し
、
そ
の
後
文
に
、
そ
の
後
の
こ
と
と
し
て
、

平
原
君
は
人
と
為
り
辯
に
し
て
口
有
り
、
刻
廉
剛
直
に
し
て
、
長
安
に
家
す
。



前
漢
文
帝
期
に
お
け
る
察
挙
の
形
成
と
劉
邦
集
団

五
一

　

前
漢
前
半
期
を
通
じ
て
、
劉
邦
集
団
が
官
僚
機
構
の
上
層
を
独
占
す
る
体
制
は
再

生
産
さ
れ
た
が
、
そ
の
構
造
を
支
え
て
い
た
の
が
、
そ
の
上
層
・
下
層
を
分
か
つ
官

秩
二
千
石
の
境
界
で
あ
っ
た
。
よ
っ
て
、
制
科
の
推
挙
者
が
官
秩
二
千
石
以
上
の
官

員
に
限
定
さ
れ
て
い
た
の
は
、
制
科
が
上
の
よ
う
な
構
造
を
持
つ
官
僚
機
構
を
前
提

と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

文
帝
一
五
年
の
制
科
に
お
い
て
、
劉
邦
集
団
は
積
極
的
に
人
材
を
推
挙
し
て
い
た

が
、
推
挙
さ
れ
た
人
材
は
そ
れ
を
契
機
と
し
て
劉
邦
集
団
を
中
核
と
す
る
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
に
組
み
込
ま
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
、
明
ら
か
に
な
っ
た
点
を
踏
ま
え
て
、
劉
邦
集
団
の
視
点
も
あ
わ
せ
て
文
帝

一
五
年
に
制
科
が
実
施
さ
れ
た
背
景
に
つ
い
て
見
通
し
、
結
び
に
か
え
た
い
。

　

薄
井
俊
二
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
服
色
改
正
を
は
じ
め
と
す
る
一
連
の
祭
祀

改
革
の
な
か
に
、
劉
邦
集
団
に
よ
り
大
半
が
占
め
ら
れ
る
廷
臣
に
対
し
て
、
独
自

の
権
威
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
文
帝
の
意
図
を
読
み
取
る
の
は
難
し
く
な
い （

38
） 

。

さ
ら
に
、
李
開
元
氏
は
次
の
景
帝
期
に
は
律
令
の
章
程
に
精
通
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

昇
進
し
た
法
吏
集
団
が
大
き
く
成
長
し
、
漢
帝
国
政
治
の
支
配
勢
力
と
な
っ
た
と
指

摘
す
る （

39
） 

。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
、
福
井
重
雅
氏
の
よ
う
に
、
漢
代
に
お
け
る
察
挙
制
度
の
形
成

を
、
中
央
集
権
的
な
政
治
や
君
主
独
裁
的
な
支
配
が
成
立
し
て
い
く
過
程
の
な
か
に

位
置
づ
け
る
視
点
に
た
つ
と （

40
） 

、
一
連
の
祭
祀
改
革
の
さ
な
か
に
実
施
さ
れ
た
文

帝
一
五
年
の
制
科
を
、「
劉
邦
に
対
す
る
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
任
侠
的
規
範
意
識
」
に
基

づ
き
、「
高
祖
の
定
め
た
法
令
制
度
の
大
綱
は
あ
く
ま
で
こ
れ
を
権
威
と
し
て
墨
守
」

し
よ
う
と
す
る
劉
邦
集
団 （

41
） 

と
は
異
な
る
新
た
な
タ
イ
プ
の
人
材
を
登
用
し
よ
う

と
し
た
も
の
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　

た
だ
し
、
本
稿
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
文
帝
一
五
年
の
制
科
の
議
論
・
実
施
の

　

上
述
し
た
事
例
は
制
科
に
関
わ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
楯
身
氏
が
指
摘
す
る
よ
う

に
、
そ
こ
に
劉
邦
集
団
内
部
の
慣
習
の
残
滓
が
色
濃
く
残
っ
て
い
た
と
す
る
と （

37
） 

、

同
様
に
劉
邦
集
団
に
よ
っ
て
推
挙
さ
れ
る
と
い
う
点
で
制
科
を
通
し
て
推
挙
さ
れ
た

人
材
も
そ
れ
を
契
機
と
し
て
同
じ
く
彼
ら
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
加
え
ら
れ
て
い
っ
た

と
考
え
て
大
過
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
お
わ
り
に

　

以
上
、
本
稿
で
は
察
挙
の
う
ち
、
特
に
制
科
に
つ
い
て
、
文
帝
期
の
官
僚
機
構
に

お
い
て
主
流
を
占
め
て
い
た
劉
邦
集
団
が
そ
の
形
成
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た

の
か
と
い
う
視
点
か
ら
追
究
し
て
き
た
。

　

制
科
が
開
始
さ
れ
た
文
帝
一
五
年
前
後
の
状
況
を
見
て
み
る
と
、
同
年
に
服
色
改

正
が
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
文
帝
の
権
威
を
確
立
す
る
た
め
の
施
策
と
さ
れ
て
い

る
。
た
だ
し
、
服
色
改
正
は
劉
邦
集
団
を
は
じ
め
と
す
る
反
対
派
の
勢
力
を
完
全
に

払
拭
し
た
上
で
実
行
に
移
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
後
、
丞
相
・
御
史
大
夫
の

人
事
に
お
い
て
、
申
屠
嘉
が
劉
邦
集
団
の
一
員
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
選
任
さ
れ
て

い
る
点
を
み
て
も
依
然
と
し
て
劉
邦
集
団
に
対
す
る
配
慮
は
必
要
と
さ
れ
て
い
た
。

　

さ
ら
に
、
政
策
・
立
法
等
、
国
家
的
意
思
決
定
に
お
い
て
、
重
要
な
機
能
を
果
た

し
て
い
た
集
議
の
う
ち
、
最
も
基
本
と
な
る
公
卿
議
は
丞
相
・
御
史
大
夫
・
列
侯
・

二
千
石
・
博
士
が
中
心
と
な
り
、
国
の
重
要
な
施
政
・
施
策
の
基
本
方
針
を
協
議
す

る
場
で
あ
っ
た
。
文
帝
期
に
は
そ
の
構
成
員
の
う
ち
、
博
士
を
除
く
丞
相
・
御
史
大

夫
・
二
千
石
の
大
半
は
劉
邦
集
団
に
よ
り
占
め
ら
れ
て
お
り
、
よ
っ
て
、
政
策
形
成

に
お
い
て
、
劉
邦
集
団
の
影
響
力
を
完
全
に
排
除
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。



福
　
　
永
　
　
善
　
　
隆

五
二

た
た
め
で
あ
ろ
う
。
実
際
、『
史
記
』
巻
一
〇
二  

張
釋
之
列
伝
に
、
当
時
謁
者
僕
射

で
あ
っ
た
張
釋
之
が
虎
圈
の
嗇
夫
を
上
林
令
に
抜
擢
し
よ
う
と
す
る
文
帝
を
諫
止
し

た
と
き
の
こ
と
と
し
て
、

 

（
張
）
釋
之 

從
行
し
、
虎
圈
に
登
る
。
上  

上
林
の
尉
に
諸
も
ろ
の
禽
獸
簿
を

問
ふ
。
十
餘
問
す
る
に
、
尉 

左
右
に
視
て
、
盡
く
對
ふ
る
能
は
ず
。
虎
圈
の

嗇
夫 

旁
よ
り
尉
に
代
り
て
上
の
問
ふ
所
の
禽
獸
簿
を
對
ふ
る
こ
と
甚
だ
悉
く

す
。
以
て
其
の
能
を
觀あ
ら
は

さ
ん
と
欲
し
、
口
對
響
應
し
窮
す
る
者こ
と

無
し
。
…
…

乃
ち
釋
之
に
詔
し
、
嗇
夫
を
拜
し
て
上
林
令
と
為
さ
ん
と
す
。
釋
之 

之
を
久

し
く
し
て
前
み
て
曰
は
く
、
陛
下 

以
ふ
に
絳
侯
周
勃
は
何
如
な
る
人
か
、
と
。

上 

曰
は
く
、長
者
な
り
。
又
復
た
問
ふ
、東
陽
侯
張
相
如
は
何
如
な
る
人
か
、と
。

上 

復
た
曰
は
く
、
長
者
な
り
、
と
。
釋
之 

曰
は
く
、
夫
れ
絳
侯
・
東
陽
侯
は

稱
し
て
長
者
と
為
す
も
、
此
の
兩
人 

事
を
言
ふ
に
曾
て
口
よ
り
出
す
こ
と
能

は
ず
。
豈
に
此
の
嗇
夫
の
諜
諜
と
し
て
利
口
捷
給
な
る
に
斅な
ら

は
ん
や
。
…
…
今

陛
下 

嗇
夫
の
口
辯
な
る
を
以
て
し
て
之
を
超
遷
せ
ん
と
す
。
臣 

天
下
の
風
に

隨
ふ
こ
と
靡
靡
に
し
て
、
爭
ひ
て
口
辯
を
為
し
て
其
の
實
無
か
ら
ん
こ
と
を
恐

る
。
且
つ
下
の
上
に
化
す
る
は
景
響
よ
り
疾
し
。
舉
錯 

審
ら
か
な
ら
ざ
る
べ

か
ら
ず
、
と
。
文
帝 

曰
は
く
、
善
し
、
と
。
乃
ち
止
め
て
嗇
夫
を
拜
さ
ず
。

と
あ
る
よ
う
に
、
張
釋
之
は
絳
侯
周
勃
と
東
陽
侯
張
相
如
の
二
人
の
名
を
挙
げ
て
文

帝
を
諫
め
て
い
る
。
増
淵
龍
夫
氏
は
上
の
張
釋
之
の
記
事
を
一
例
と
し
て
挙
げ
て
、

前
漢
前
半
期
の
朝
廷
内
に
創
業
の
功
臣
と
生
活
感
情
を
同
じ
く
す
る
官
僚
が
広
範
に

存
在
し
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
が （

44
） 

、
彼
は
劉
邦
集
団
の
一
員
で
は
な
い （

45
） 

。
こ

の
こ
と
か
ら
こ
の
両
人
は
劉
邦
集
団
だ
け
で
は
な
く
、
彼
ら
を
中
核
と
す
る
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
に
お
い
て
も
尊
重
さ
れ
る
、
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
た
人
物
で
あ
っ
た
こ
と

が
窺
わ
れ
る
。

各
段
階
に
お
い
て
、
劉
邦
集
団
が
関
わ
っ
て
い
た
と
な
る
と
、
そ
の
よ
う
に
単
純
に

結
論
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
き
た
と
き
、
察
挙

の
実
施
に
よ
り
劉
邦
集
団
が
高
位
高
官
を
独
占
す
る
、
閉
鎖
的
か
つ
排
他
的
な
中
央

官
界
の
状
況
に
変
化
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
は
彼
ら
に
も
十
分
想
定
さ
れ
た

は
ず
で
あ
る
が （

42
） 
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
何
故
彼
ら
が
人
材
の
推
挙
に
積
極

的
に
応
じ
た
の
か
が
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

 

『
史
記
』
巻
八
四  

賈
誼
列
伝
に
、
文
帝
が
即
位
し
た
当
初
、
服
色
改
正
等
を
提

起
し
た
賈
誼
に
つ
い
て
、

 

（
賈
誼
） 

乃
ち
悉
く
其
の
事
の
儀
法
を
草
具
し
、
色
は
黃
を
尚
び
、
數
は
五
を

用
ひ
、
官
名
を
為
り
、
悉
く
秦
の
法
を
更
む
。
孝
文
帝 

初
め
て
位
に
即
き
、

謙
讓
し
て
未
だ
遑
あ
ら
ざ
る
な
り
。
諸
も
ろ
の
律
令
の
更
定
す
る
所
、
及
び
列

侯
の
悉
く
國
に
就
く
は
、
其
の
說 

皆
賈
生
よ
り
之
を
發
す
。
是
に
お
い
て
天

子 

議
し
て
以
為
へ
ら
く
、
賈
生 

公
卿
の
位
に
任
ふ
、
と
。
絳
・
灌
・
東
陽
侯
・

馮
敬
の
屬 

盡
く
之
を
害
し
、
乃
ち
賈
生
を
短そ
し

り
て
曰
は
く
、
雒
陽
の
人
、
年

少
く
し
て
初
學
な
り
。
專
ら
權
を
擅
に
し
て
、
諸
事
を
紛
亂
せ
ん
と
欲
す
、
と
。

是
に
お
い
て
、
天
子 

後
に
亦
之
を
疏
ん
じ
、
其
の
議
を
用
ひ
ず
、
乃
ち
賈
生

を
以
て
長
沙
王
の
太
傅
と
為
す
。

と
あ
る
よ
う
に
、
文
帝
が
賈
誼
の
能
力
を
評
価
し
て
「
公
卿
の
位
」
に
つ
け
よ
う
と

し
た
と
こ
ろ
、「
絳
・
灌
・
東
陽
侯
・
馮
敬
の
屬
」
の
反
対
に
遭
い
、
彼
を
長
沙
王

の
太
傅
と
し
て
左
遷
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
こ
の
記
事
に
つ
い
て
、
李
開
元
氏
は

絳
侯
周
勃
・
灌
嬰
・
東
陽
侯
張
相
如
・
馮
敬
は
い
ず
れ
も
劉
邦
集
団
の
一
員
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
こ
こ
に
「
こ
の
四
人
の
名
を
並
挙
し
て
い
る
の
は
、
概
括
的
に
高
帝
功

臣
ら
を
表
現
し
て
い
る
」
と
さ
れ
る （

43
） 

。
こ
こ
で
、
こ
の
四
人
に
よ
っ
て
劉
邦
集

団
を
概
括
し
て
い
る
の
は
、彼
ら
が
当
該
期
に
お
い
て
、そ
の
中
心
的
な
人
物
で
あ
っ



前
漢
文
帝
期
に
お
け
る
察
挙
の
形
成
と
劉
邦
集
団

五
三

（
4
）　

福
井
重
雅
「
賢
良
・
方
正
の
成
立
」（
註
（
1
）
福
井
氏
前
掲
書
所
収
）
等
、
参
照
。

（
5
）　

李
開
元
『
漢
帝
国
の
成
立
と
劉
邦
集
団
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
〇
年
）、
参
照
。

（
6
）　

薄
井
俊
二
「
漢
の
文
帝
に
つ
い
て
―
皇
帝
と
し
て
の
権
威
確
立
問
題
、
及
び
対
匈

奴
問
題
を
め
ぐ
っ
て
│
」（『
埼
玉
大
学
紀
要
（
教
育
学
部
）
人
文
・
社
会
科
学
篇
』

第
四
四
巻
第
一
号
、
一
九
九
五
年
）
等
、
参
照
。

（
7
）　

佐
藤
達
郎
「
前
漢
の
文
帝
│
そ
の
虚
像
と
実
像
│
」（『
古
代
文
化
』
第
五
二
巻
第

八
号
、
二
〇
〇
〇
年
）、
参
照
。

（
8
）　

註
（
1
）
楯
身
前
掲
論
文
、
参
照
。

（
9
）　

註
（
1
）
楯
身
氏
前
掲
論
文
三
六
五
頁
註
（
48
）、
参
照
。
た
だ
し
、
氏
は
そ
の

察
挙
者
が
功
臣
第
二
世
代
に
よ
っ
て
ほ
ぼ
独
占
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
む
し
ろ

推
薦
保
証
制
度
に
基
づ
く
も
の
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
し
、
武
帝
期
以
降
確
立

し
た
察
挙
の
画
期
性
を
強
調
さ
れ
て
い
る
。

（
10
）　

註
（
4
）
福
井
氏
前
掲
論
文
一
三
五
頁
、
参
照
。

（
11
）　

角
谷
常
子
「
漢
文
景
期
小
考
」（『
奈
良
史
学
』
第
二
三
号
、
二
〇
〇
五
年
）、
薄

井
俊
二
「『
皇
帝
の
出
遊
』
緒
論
│
漢
の
文
帝
の
場
合
│
」（『
中
国
文
化
│
研
究
と

教
育
│
』
第
六
九
号
、
二
〇
一
一
年
）
等
、
参
照
。

（
12
）　

目
黒
杏
子
「
前
漢
武
帝
の
封
禅
│
政
治
的
意
義
と
儀
礼
の
考
察
│
」（『
東
洋
史
研

究
』
第
六
九
巻
第
四
号
、
二
〇
一
一
年
）、
参
照
。

（
13
）　

註
（
5
）
李
氏
前
掲
書
、
高
祖
功
臣
位
次
に
つ
い
て
は
楯
身
智
志
「
高
祖
功
臣
位

次
考
」（
註
（
1
）
楯
身
氏
前
掲
書
所
収
、
初
出
は
二
〇
〇
九
年
）、
松
島
隆
真
「
漢

王
朝
の
成
立
│
高
祖
劉
邦
と
功
臣
た
ち
の
軌
跡
│
」（
同
『
漢
帝
国
の
成
立
』、
京
都

大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
一
八
年
所
収
、
初
出
は
二
〇
〇
九
年
）、
邉
見
統
「
高
祖

系
列
侯
位
次
の
政
治
的
意
義
│
位
次
の
制
定
と
改
定
を
中
心
に
│
」（『
史
学
雑
誌
』

第
一
二
三
編
第
七
号
、二
〇
一
四
年
）、拙
稿「
漢
初
、劉
邦
集
団
の
展
開
と
構
造
」（『
鹿

　

し
か
し
、『
史
記
』
巻
一
八  

高
祖
功
臣
侯
者
年
表
に
よ
る
と
、
文
帝
四
（
前

一
七
六
）
年
に
潁
陰
侯
灌
嬰
が
、
文
帝
一
一
（
前
一
六
九
）
年
に
絳
侯
周
勃
が
、
文

帝
一
五
年
に
東
陽
侯
張
相
如
が
そ
れ
ぞ
れ
没
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か

で
制
科
が
行
わ
れ
、
そ
れ
を
契
機
と
し
て
推
挙
さ
れ
た
人
材
が
劉
邦
集
団
を
中
核
と

す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
組
み
込
ま
れ
て
い
っ
た
と
す
る
と
、
彼
ら
が
積
極
的
に
人
材

を
推
挙
し
て
い
っ
た
の
は
劉
邦
集
団
の
中
心
的
な
成
員
が
次
々
と
没
し
て
い
く
な
か

で
、
集
団
と
し
て
の
影
響
力
が
減
衰
し
て
い
く
こ
と
に
危
機
感
を
抱
き
、
そ
れ
へ
の

対
処
が
求
め
ら
れ
て
い
た
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
　
註

（
1
）　

福
井
重
雅「
漢
代
の
察
挙
制
度
と
政
治
体
制
」（
同『
漢
代
官
吏
登
用
制
度
の
研
究
』、

創
文
社
、
一
九
八
八
年
所
収
）
四
〇
四
頁
、
参
照
。
な
お
、
黄
留
珠
・
楯
身
智
志
（
両

氏
も
同
様
な
観
点
で
察
挙
制
度
の
確
立
を
捉
え
て
い
る
（
黄
留
珠
『
秦
漢
仕
進
制
度
』

〔
西
北
大
学
出
版
社
、一
九
八
五
年
〕
八
七
頁
、楯
身
智
志
「
察
挙
制
度
の
確
立
と
『
官

爵
』
の
形
成
」〔
同
『
前
漢
国
家
構
造
の
研
究
』、
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
二
〇
一
六

年
所
収
〕、
参
照
）。
た
だ
し
、
楯
身
氏
は
文
帝
期
の
賢
良
・
方
正
の
推
挙
と
武
帝
期

以
降
の
察
挙
制
度
と
の
関
連
性
を
認
め
る
も
の
の
、
そ
の
差
異
を
強
調
し
て
論
じ
て

い
る
。

（
2
）　

註
（
1
）
福
井
氏
前
掲
論
文
四
〇
一
頁
、
参
照
。

（
3
）　

阿
部
幸
信
「
漢
朝
の
『
統
治
階
級
』
に
つ
い
て
│
前
漢
期
に
お
け
る
変
遷
を
中
心

に
│
」（『
中
央
大
学
文
学
部
紀
要
』
第
二
七
一
号
、
二
〇
一
八
年
）
九
四
〜
九
五
頁
、

参
照
。
な
お
、
同
論
文
の
中
文
版
と
し
て
、
阿
部
幸
信
（
王
安
泰
訳
）「
論
漢
朝
的

『
統
治
階
級
』
│
以
西
漢
時
期
的
変
遷
為
中
心
│
」（『
臺
大
東
亜
文
化
研
究
』
創
刊
号
、

二
〇
一
三
年
）
が
公
刊
さ
れ
て
い
る
。



福
　
　
永
　
　
善
　
　
隆

五
四

（
19
）　

大
庭
脩
「
漢
代
制
詔
の
形
態
」（
同
『
秦
漢
法
制
史
の
研
究
』、
創
文
社
、

一
九
八
二
年
所
収
、
初
出
は
一
九
六
三
年
）、
参
照
。

（
20
）　

註
（
19
）
大
庭
氏
前
掲
論
文
二
二
〇
頁
、
参
照
。

（
21
）　

註
（
19
）
大
庭
氏
前
掲
論
文
二
一
二
頁
、
参
照
。

（
22
）　

永
田
英
正
「
漢
代
の
集
議
に
つ
い
て
」（
同
『
漢
代
史
研
究
』、
汲
古
書
院
、

二
〇
一
八
年
所
収
、
初
出
は
一
九
七
二
年
）、
参
照
。

（
23
）　

註
（
22
）
永
田
氏
前
掲
論
文
、
渡
辺
信
一
郎
「
朝
政
の
構
造
│
中
国
古
代
国
家
の

会
議
と
朝
政
│
」（
同『
天
空
の
玉
座
│
中
国
古
代
帝
国
の
朝
政
と
儀
礼
│
』、柏
書
房
、

一
九
九
六
年
所
収
）、
参
照
。

（
24
）　

註
（
22
）
永
田
氏
前
掲
論
文
、
参
照
。

（
25
）　

註
（
22
）
永
田
氏
前
掲
論
文
、
参
照
。

（
26
）　

註
（
3
）
阿
部
氏
前
掲
論
文
、
参
照
。

（
27
）　

李
開
元
「
漢
初
軍
功
受
益
階
層
の
興
衰
と
支
配
階
層
の
変
動
」（
註
（
5
）
李
氏

前
掲
書
所
収
、
初
出
は
一
九
九
四
年
）、
参
照
。

（
28
）　

白
馬
の
盟
に
つ
い
て
は
註
（
18
）
李
氏
前
掲
論
文
、
楯
身
智
志
「『
郡
国
制
』
の

形
成
と
展
開
」（
註
（
1
）
楯
身
氏
前
掲
書
所
収
）
等
、
参
照
。

（
29
）　

註
（
4
）
福
井
氏
前
掲
論
文
、
参
照
。

（
30
）　

註
（
1
）
楯
身
氏
前
掲
論
文
、
参
照
。

（
31
）　

拙
稿
「
前
漢
前
半
期
に
お
け
る
清
静
政
治
の
一
背
景
│
官
僚
機
構
の
構
造
を
中
心

と
し
て
│
」（『
九
州
大
学
東
洋
史
論
集
』
第
四
二
号
、
二
〇
一
四
年
）、
参
照
。

（
32
）　

ま
ず
、
諸
侯
王
に
つ
い
て
。
周
振
鶴
氏
は
文
帝
期
に
お
け
る
郡
国
の
沿
革
に
つ
い

て
、
追
究
さ
れ
て
い
る
（
周
振
鶴
・
李
暁
傑
・
張
莉
『
中
国
行
政
区
画
通
史
（
秦
漢

巻
）』〔
復
旦
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
六
年
〕
一
四
五
〜
一
四
九
頁
、
参
照
）。
そ
の

分
析
に
よ
る
と
、
文
帝
一
六
（
前
一
六
四
）
年
の
郡
国
は
、
二
三
郡
一
七
国
で
あ
っ

児
島
大
学
法
文
学
部
紀
要
人
文
学
科
論
集
』
第
八
六
号
、
二
〇
一
九
年
）
等
、
参
照
。

（
14
）　

註
（
11
）
角
谷
氏
前
掲
論
文
、
参
照
。

（
15
）　

拙
稿
「
前
漢
文
帝
期
に
お
け
る
劉
邦
集
団
の
勢
力 

│ 

服
色
改
正
の
議
論
を
中
心

と
し
て
│
」（
掲
載
誌
未
定
）、
参
照
。

（
16
）　

角
谷
常
子
氏
は
「
想
像
を
た
く
ま
し
く
す
れ
ば
、
新
垣
平
の
告
発
も
反
対
派
に

よ
る
も
の
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
」
と
し
（
註
（
11
）
角
谷
氏
前
掲
論
文
六
四
〜

六
五
頁
、
参
照
）、
薄
井
俊
二
氏
は
「
方
士
の
説
が
詐
術
で
あ
る
か
否
か
は
、
結
局

の
と
こ
ろ
朝
廷
に
お
け
る
政
治
勢
力
の
力
関
係
に
よ
る
。
こ
の
と
き
は
文
帝
が
進
め

る
祭
祀
改
革
推
進
派
が
政
治
力
学
上
敗
れ
、
そ
れ
が
詐
術
で
あ
る
と
の
認
定
と
し
て

表
れ
た
の
で
あ
る
」
と
よ
り
断
定
的
に
述
べ
て
い
る
（
註
（
11
）
薄
井
氏
前
掲
論
文

一
二
頁
註
（
18
）、
参
照
）。

（
17
）　

註
（
11
）
薄
井
氏
前
掲
論
文
八
頁
、
参
照
。

（
18
）　

李
開
元
・
平
松
明
日
香
両
氏
は
劉
邦
集
団
の
影
響
力
が
漢
代
政
治
の
な
か
で
消

失
し
た
の
は
景
帝
期
で
あ
る
と
し
、
そ
の
論
拠
の
一
つ
と
し
て
、
景
帝
後
元
元
（
前

一
四
三
）
年
に
、
は
じ
め
て
劉
邦
集
団
の
出
身
で
は
な
い
衛
綰
が
丞
相
に
任
ぜ
ら
れ

た
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
（
李
開
元
「
漢
初
軍
功
受
益
階
層
と
漢
代
政
治
」〔
註
（
5
）

李
氏
前
掲
書
所
収
〕、
平
松
明
日
香
「
武
帝
初
期
の
中
央
政
界
と
竇
太
后
│
建
元
２

年
丞
相
・
太
尉
免
官
事
件
を
中
心
と
し
て
│
」〔『
古
代
文
化
』
第
七
二
巻
第
一
号
、

二
〇
二
〇
年
〕、
参
照
）。

　
　

な
お
、
筆
者
は
か
つ
て
丞
相
の
政
治
的
位
置
づ
け
の
変
化
を
追
究
す
る
な
か
で
、

当
該
期
の
丞
相
に
は
功
績
に
裏
付
け
ら
れ
た
群
臣
の
支
持
が
必
要
で
あ
っ
た
と
指
摘

し
た
こ
と
が
あ
る
（
拙
稿
「
前
漢
に
お
け
る
丞
相
司
直
の
設
置
に
つ
い
て
│
丞
相
制

の
展
開
と
関
連
し
て
│
」〔『
九
州
大
学
東
洋
史
論
集
』
第
三
四
号
、
二
〇
〇
六
年
〕、

参
照
）。



前
漢
文
帝
期
に
お
け
る
察
挙
の
形
成
と
劉
邦
集
団

五
五

（
33
）　

東
晋
次
「
漢
代
任
侠
論
ノ
ー
ト
（
一
）」（『
三
重
大
学
教
育
学
部
研
究
紀
要
（
人
文
・

社
会
科
学
）』
第
五
一
巻
、
二
〇
〇
〇
年
）、
参
照
。

（
34
）　

註
（
33
）
東
氏
前
掲
論
文
、
参
照
。

（
35
）　

註
（
27
）
李
氏
前
掲
論
文
、
参
照
。

（
36
）　

註
（
27
）
李
氏
前
掲
論
文
、
参
照
。

（
37
）　

註
（
1
）
楯
身
氏
前
掲
論
文
、
参
照
。

（
38
）　

註
（
11
）
薄
井
氏
前
掲
論
文
、
参
照
。

（
39
）　

註
（
18
）
李
氏
前
掲
論
文
、
参
照
。
ま
た
、
楯
身
智
志
氏
は
景
帝
後
元
元
（
前

一
四
三
）
年
に
行
わ
れ
た
中
二
千
石
の
諸
官
と
王
国
相
に
対
す
る
官
爵
賜
与
の
対
象

者
に
つ
い
て
、
文
帝
・
景
帝
期
に
官
界
に
入
り
、
こ
の
二
帝
に
直
接
仕
え
、
そ
こ
で

能
力
を
認
め
ら
れ
て
抜
擢
さ
れ
た
者
が
多
い
と
し
、
そ
れ
は
官
界
か
ら
功
臣
・
諸
侯

王
の
影
響
力
が
消
滅
し
、「
実
質
的
郡
県
制
」
が
実
現
し
た
こ
と
に
伴
っ
て
行
わ
れ

た
も
の
で
あ
っ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
註
（
1
）
楯
身
氏
前
掲
論
文
、
参
照
）。

（
40
）　

註
（
1
）
福
井
氏
前
掲
論
文
、
参
照
。

（
41
）　

増
淵
龍
夫
「
漢
代
に
お
け
る
国
家
秩
序
の
構
造
と
官
僚
」（
同
『
新
版
中
国
古

代
の
社
会
と
国
家
』〔
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
〕
所
収
、
初
出
は
一
九
五
二
年
）

二
八
六
頁
、
参
照
。

（
42
）　

楯
身
智
志
氏
は
当
時
の
中
央
官
界
が
劉
邦
集
団
の
持
つ
閉
鎖
的
で
排
他
的
な
空

気
に
支
配
さ
れ
て
い
た
と
し
（
註
（
1
）
楯
身
氏
前
掲
論
文
、
参
照
）、
ま
た
阿
部

幸
信
氏
は
劉
邦
集
団
の
中
核
を
形
成
す
る
淮
北
集
団
が
統
治
集
団
を
形
成
し
て
い
た

た
め
、
淮
北
地
域
以
外
の
地
域
性
を
結
果
的
に
排
除
し
て
い
た
と
指
摘
さ
れ
る
（
註

（
3
）
阿
部
氏
前
掲
論
文
、
参
照
）。

（
43
）　

註
（
18
）
李
氏
前
掲
論
文
二
四
五
頁
、
参
照
。

（
44
）　

註
（
41
）
増
淵
氏
前
掲
論
文
、
参
照
。

た
が
、
こ
れ
は
文
帝
一
六
年
に
淮
南
国
が
淮
南
・
衡
山
・
廬
江
に
三
分
さ
れ
、
ま
た
、

斉
国
が
斉
・
済
北
・
甾
川
・
膠
東
・
膠
西
・
済
南
に
六
分
さ
れ
、
さ
ら
に
、
も
と
も

と
斉
の
一
郡
で
あ
っ
た
琅
邪
が
琅
邪
郡
と
し
て
漢
の
領
域
に
編
入
さ
れ
た
結
果
で
あ

る
。
よ
っ
て
、
文
帝
一
五
年
の
郡
国
は
二
二
郡
一
〇
国
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　
　

次
に
、
公
卿
に
つ
い
て
。
こ
れ
が
通
例
通
り
三
公
九
卿
を
指
す
も
の
と
す
る
と
、

文
帝
期
に
お
い
て
三
公
に
充
当
し
う
る
の
は
丞
相
・
御
史
大
夫
の
二
官
（
伊
藤
徳
男

「
前
漢
の
三
公
に
つ
い
て
」〔『
歴
史
』
第
八
輯
、
一
九
五
四
年
〕、
参
照
）
で
あ
る
。

一
方
、
九
卿
に
つ
い
て
、
伊
藤
徳
男
氏
は
「
天
子
大
官
の
合
意
に
基
づ
い
て
中
二
千

石
以
下
比
二
千
石
ま
で
の
官
に
授
与
さ
れ
る
朝
位
の
称
呼
で
あ
る
」
と
指
摘
さ
れ
て

い
る
（
同
「
前
漢
の
九
卿
に
つ
い
て
」〔『
東
方
学
論
集
』
第
一
号
、
一
九
五
四
年
〕

一
一
五
頁
、
参
照
）。
張
家
山
漢
簡
『
二
年
律
令
』
秩
律
四
四
〇
・
四
四
一
簡
に
は
、

二
千
石
の
官
と
し
て
御
史
大
夫
・
廷
尉
・
内
史
・
典
客
・
中
尉
・
車
騎
尉
・
太
僕
・

長
信
詹
事
・
少
府
令
・
備
塞
都
尉
・
郡
守
・
郡
尉
・
衛
将
軍
・
衛
尉
・
漢
中
大
夫
令
・

漢
郎
中
令
・
奉
常
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、三
公
に
充
当
し
う
る
御
史
大
夫
、

地
方
官
で
あ
る
備
塞
都
尉
・
郡
守
・
郡
尉
を
除
く
と
一
三
名
、
上
の
三
公
と
合
計
し

て
一
五
名
と
な
る
。

　
　

最
後
に
、
列
侯
に
つ
い
て
。『
史
記
』
巻
一
八 

高
祖
功
臣
侯
者
年
表
及
び
巻
一
九 

恵
景
間
侯
者
年
表
に
よ
る
と
、
前
者
に
は
高
祖
期
に
封
じ
ら
れ
た
列
侯
と
し
て

一
四
三
名
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
そ
の
う
ち
二
七
家
が
文
帝
一
五
年
ま
で
に
絶
家
し
た

こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
他
方
、
後
者
に
挙
げ
ら
れ
る
列
侯
の
う
ち
文
帝
一
五
年

の
時
点
で
存
続
し
て
い
た
の
は
三
〇
家
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
制
科
が
行
わ
れ
た

文
帝
一
五
年
の
時
点
の
列
侯
は
一
四
六
名
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

 　
　

よ
っ
て
、
諸
侯
王
一
〇
名
、
公
卿
一
五
名
、
郡
国
守
相
三
二
名
、
列
侯
一
四
六
名
、

合
計
二
〇
三
名
と
な
る
。



福
　
　
永
　
　
善
　
　
隆

五
六

（
45
）　

李
開
元
氏
は
張
釋
之
を
律
令
の
章
程
に
精
通
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
昇
進
し
た
「
法

吏
」
に
分
類
し
て
い
る
（
註
（
27
）
李
氏
前
掲
論
文
、
同
「
附
録
三  

高
帝
―
武
帝

期　

三
公
九
卿
・
王
国
相
・
郡
太
守
表
」〔
註
（
5
）
李
氏
前
掲
書
所
収
〕、
参
照
）。

 

【
附
記
】 

本
稿
は
令
和
元
・
二
年
度
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
（
若
手
研
究

（
Ｂ
）・
１
７
Ｋ
１
３
５
５
１
）「
人
格
的
結
合
か
ら
見
た
前
漢
皇
帝
支
配
体
制
の
展
開
」

及
び
令
和
二
年
度
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
（
基
盤
研
究
（
Ｃ
）・
２
０
Ｋ

０
１
０
２
４
）「
中
国
古
代
官
制
秩
序
の
形
成
―
前
漢
劉
邦
集
団
の
構
造
と
の
関
連

か
ら
―
」
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

 




